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大江町建設工事請負契約約款における現場代理人の 

       常駐義務緩和について（一部改正） 

 

 このことについて、大江町建設工事請負契約約款第 11条第 3項に規定する現

場代理人の常駐を要しないこととする場合について、平成 25 年 10 月 1 日付で

通知しているところですが、県取扱いの改正に伴い、変更することになりまし

たので通知いたします。 

 

記 

 

１．常駐義務緩和を認める場合 

 発注者が、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支

障がなく、発注者との連絡体制が確保されると認め、かつ、別紙「現場代理人

常駐義務不要・別件工事兼務承認申請書」により発注者の承認を受けた場合に

限り、以下のとおり、現場代理人の常駐義務緩和を認めるものとする。 

 

(1) 常駐義務不要要件 

 次の各号のいずれかに該当し、別紙「現場代理人常駐義務不要・別件工事

兼務承認申請書」により発注者の承認を受けた場合に限り、請負金額にかか

わらず、工事現場の常駐は不要とする。ただし、別件工事との兼務は、次の

(2)に該当する場合のみとする。 

一 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始さ

れるまでの期間。ただし、この場合、建設工事請負契約約款第 3条に規定

する工程表（別記様式第 1号）において、現場着工の時期を明記している

場合に限り、別紙の承認申請書を省略することができる。 

二 建設工事請負契約約款第 21条第 1項又は第 2項の規定により、工事の



全部の施工を一時中止している期間。 

三 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、

工場製作のみがおこなわれている期間。 

四 前 3号に掲げる期間のほか、工事現場において作業等がおこなわれてい

ない期間。 

 

(2) 別件工事との兼務可能要件 

 次の①、②又は③のいずれかに該当し、別紙「現場代理人常駐義務不要・

別件工事兼務承認申請書」により発注者の承認を受けた場合に限り、別件工

事との兼務を認めるものとする。 

 なお、①、②又は③にかかわらず、工場製作を含む工事の工場製作過程に

おける現場代理人兼主任技術者（又は監理技術者）にあっては、同一工場内

で他の同種工事にかかる製作と一元管理体制のもとで製作をおこなうこと

が可能な場合は、複数の他の同種工事における工場製作過程の現場代理人

（主任技術者又は監理技術者を兼ねる場合に限る。）となることができる。 

 

① 当該工事及び別件工事のいずれもが建設業法第 26 条第 3 項（工事 1 件

の請負金額が 4,500万円未満、ただし建築一式工事にあっては 9,000万円

未満）に該当しない場合は、次の（ア）～（ウ）のすべてを満たすこと。 

（ア）当該工事及び別件工事のいずれも大江町が発注者であり、かつ、どち

らの工事の施工箇所も大江町内であること。なお、工事の範囲が他市町

村に及ぶ場合は、兼務できないことに留意すること。 

（イ）当該工事の現場代理人（主任技術者兼務の場合を含む。）が兼務でき

るのは、当該工事と別件工事を合わせて 3件までとする。ただし、災害

復旧に関する工事を 1件含む場合は 4件まで、災害復旧に関する工事を

2 件以上含む場合は 5 件まで兼務できるものとする。なお、この場合、

別件工事において兼務できるのは、元請の現場代理人（主任技術者兼務

も可）又は元請の主任技術者とする。 

（ウ）当該工事の現場代理人が現場を離れる場合は、当該現場内に連絡員を

置くこと。 

 

② 当該工事又は別件工事のいずれか 1つ以上が建設業法第 26条第 3項（工

事 1 件の請負金額が 4,500 万円以上、ただし建築一式工事にあっては

9,000万円以上）に該当する場合は、次の（ア）～（ウ）のすべてを満た

すこと。 

（ア）当該工事及び別件工事について、一体性若しくは連続性が認められる



工事又は相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が 5

キロメートル程度の近接した場所において施工するため、同一の主任技

術者が管理することができると発注者より承認されること。なお、この

場合、発注者が異なる場合は両方の発注者から承認されなければならな

いものであること。 

（イ）当該工事の現場代理人（主任技術者兼務の場合に限る。）が兼務でき

るのは、当該工事と別件工事を合わせて 2件までとする。なお、この場

合、別件工事において兼務できるのは、元請の現場代理人兼主任技術者

又は元請の主任技術者とする。 

（ウ）大江町発注工事の現場代理人については、現場を離れる場合は、当該

現場内に連絡員を置くこと。 

 

 

  ③ 当該工事又は別件工事のいずれか1件以上の工事が建設業法第26条第3

項に該当する場合（②で兼務を認める場合を除く。）次の（ア）～（ク）

の全てを満たすこと。 

  （ア）請負代金の額が、1億円未満（建築一式工事の場合は 2億円未満）で

あること。 

    ※なお工事途中において、請負代金が 1億円（建築一式工事の場合は 2

億円）以上となった場合には、それ以降は、技術者の兼務は認められ

ない。 

  （イ）建設工事の工事現場間の距離が、同一の主任技術者又は監理技術者

がその一日の勤務時間内に巡回可能なものであり、かつ工事現場にお

いて災害、事故その他の事象が発生した場合において、当該工事現場

と他の工事現場との間の移動時間がおおむね 2 時間以内であること。

なお、この場合、発注者が異なる場合は両方の発注者から承認されな

ければならないものとする。 

  （ウ）当該建設業者が注文者となった下請契約から数えて、下請次数が 3

を越えていないこと。 

  （エ）連絡その他必要な措置を講ずるための連絡員を置いていること。な

お、当該建設工事が土木一式工事または建築一式工事の場合の連絡員

は、当該建設工事に対し 1 年以上の実務の経験を有する者を当該工事

現場に置くこと。 

  （オ）当該工事現場の施工体制を情報通信技術を利用する方法により確認

するための措置を講じていること。 

  （カ）当該建設工事を請け負った建設業者が、建設業法施行規則（昭和 24



年建設省令第 14号）第 17条の 2第 1項第 5号に掲げる事項を記載し

た人員の配置の計画書を作成し、工事現場ごとに備え置いていること。 

  （キ）当該工事現場の状況を確認するために必要な映像及び音声の送受信

が可能な情報通信機器が設置され、かつ当該機器を用いた通信を利用

することが可能な環境が確保されていること。 

  （ク）当該工事の現場代理人（主任技術者又は監理技術者兼務の場合を含

む。）が兼務できるのは、当該工事と別件工事を合わせて 2件までとす

る。なお、この場合、別件工事において兼務できるのは、現場代理人

（主任技術者又は監理技術者兼務も可）、主任技術者又は監理技術者と

する。 

 

(3) 留意事項 

 発注者が異なる（国、県等）工事については、3つの工事が建設業法第 26

条第 3項に該当しない場合であっても、現場代理人の兼務は認められないの

で注意すること。 

 

２．施行期日 

令和７年２月１日 


